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不動産の取得に向けた協定の締結について 

政策企画課 

 

１ 趣旨 

  本区では、子どもから高齢者まであらゆる年代の区民がスポーツに親しみ、

日常生活の中に運動習慣を取り入れることができる環境づくりを推進してい

る。今後、本区を舞台とし、世界的に認知されているサッカー漫画「キャプテ

ン翼」も活用しながら、更なるスポーツ振興に向けた環境整備として、また、

多様な世代が集う交流拠点となる地域活性化の起爆剤として、サッカースタ

ジアムを建設することを視野にまちづくりの検討を進めている。 

  サッカースタジアムは、スポーツをする・見る場としての機能だけではなく、

各種のイベントやコンサートでの活用など、地域の活性化や持続的成長の核

としての機能も果たすことができる。また、水害面で脆弱な本区において、こ

のスタジアムを防災拠点としても活用できるほか、施設の整備面においても

環境面に配慮した機能を付加することで、23 区初のゼロカーボンシティ宣言

を行った本区のシンボルとしても活用できる可能性がある。 

  こうした中、本区では、本区の南部に位置する私学事業団総合運動場の敷地

等の取得に向けて日本私立学校振興・共済事業団と協議を行ってきた。土地の

取得後は、現施設を引き継ぐ形で、都市計画公園運動場として区民等の利用に

供するとともに、将来的にサッカースタジアムとして整備することについて

も検討を行ってきたところである。 

  そこで、区内におけるＪリーグが定める基準に応じたスタジアムの建設に

当たり、私学事業団総合運動場敷地を建設候補地とすることにおける施設の

規模や機能、収支見込み、地域への経済効果などについて、別添１「区内サッ

カー競技場敷地選定検証報告書」のとおり検証を行った。その結果、私学事業

団総合運動場の敷地等を取得し、サッカースタジアムとして整備することに

よって、スポーツ振興に留まらず、区内商業や観光業をはじめ、地域経済を大

きく活性化させ、防災面、環境面からも大きな効用をもたらす可能性があるこ

とが示された。 

  今般、私学事業団総合運動場の敷地等を葛飾区に優先的に譲り渡すことに

ついて、日本私立学校振興・共済事業団と合意する目途が立ったことから、同

敷地等の円滑な取得に向けて同事業団と協定を締結するものである。 
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２ 締結する協定 

 ⑴ 取得する不動産 

  ア 土地  

   所在 東京都葛飾区東新小岩 1丁目 

    113 番７ 65,783 ㎡ 

    113 番 8  1,700 ㎡ 

    280 番 1    620 ㎡ 

  イ 建物等 

    野球場、陸上競技場、テニスコート、クラブハウスその他これら及び本

件土地に附属する設備、器具、備品等 

 

 ⑵ 協定内容 

   別添２「私学事業団総合運動場の敷地等に係る譲渡に関する協定書（案）」

のとおり 

  

３ 今後のスケジュール 

  令和５年 ２月 協定の締結 

  令和５年 ９月 不動産の買入れについて（議案提出） 

  令和５年 12 月 不動産売買契約の締結 

  令和６年 ３月 不動産の引渡し 

 

４ 案内図 
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私学事業団総合運動場の敷地等に係る譲渡に関する協定書（案） 

 

 

 葛飾区（以下「甲」という。）と日本私立学校振興・共済事業団（以下「乙」とい

う。）は、次のとおり協定書を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定書は、都市公園に供し、将来的には「キャプテン翼」を活用したサ

ッカースタジアム敷地として利用しようとする甲の構想に基づく譲渡要請により、

乙が別記土地目録及び物件目録に記載の土地及び建物等（以下土地を「本件土地」、

建物並びに本件土地及び建物に附属する設備、器具、備品等を「本件建物等」、双方

を併せて「本件不動産」という。）を現状渡しにより、甲に優先的に譲り渡すことに

ついて基本的に合意し、その円滑な実現に向けて必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（不動産譲渡契約） 

第２条 甲と乙は、令和５年 12 月末日までに本件不動産に係る譲渡契約を締結する

ものとする。 

 

（譲渡代金） 

第３条 本件不動産の譲渡代金については、別途協議することとし、本件土地、本件

建物等のそれぞれについて価格を明示するものとする。 

 

（指定用途） 

第 4 条 甲は、本件土地を 20 年以上都市公園に供するものとし、その時期について

は別途協議するものとする。 

 

（所有権移転等の承諾） 

第５条 甲は、甲乙別途協議した期間中に本件不動産の全部又は一部について第三者

に所有権を移転しようとするとき又は借地権を設定しようとするときは、乙の承諾

を得るものとする。 

 

（施設の使用） 

第６条 甲は、本件土地に存する運動場施設を区民等の使用に供する日以後において、

乙の共済制度加入者が当該施設の使用を希望するときは、区民等と同様に、当該施

設を使用させるものとする。 

 

1

別添２



（協定書の失効） 

第７条 この協定書は、次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、失効するもの

とする。 

 ⑴ 葛飾区議会において本件不動産に係る譲渡契約又は予算に関する議案が否決

された場合 

 ⑵ 乙の令和 5 年度認可予算において本件不動産の譲渡に係る文部科学大臣の認

可が受けられなかった場合 

 

（その他） 

第８条 本協定書に定めのない事項又は本協定書に関して疑義を生じた事項につい

ては、甲及び乙が別途協議の上、定めるものとする。 

 

 

  この協定書締結の証として、本書２通を作成し、甲と乙の双方が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

令和５年  月  日           

 

東京都葛飾区立石五丁目１３番１号 

甲  葛飾区 

区長     青 木  克 德 

 

東京都千代田区富士見一丁目１０番１２号 

乙  日本私立学校振興・共済事業団 

   理 事 長  福 原  紀 彦 
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別記 

 

１ 土地目録 

土地の所在 東京都葛飾区東新小岩 1 丁目 

番号 地番 地目 地積（㎡） 

1 113 番７ 雑種地 65,783.00 

2 113 番 8 雑種地 1,700.00 

3 280 番 1 雑種地 620.00 

 

２ 物件目録 

物件 数量 

野球場 1 面 

陸上競技場 1 面 

テニスコート 8 面 

クラブハウス 1 棟 

本件建物等のうち上記に掲げる以外のもの ― 

 

 

3


